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(57)【要約】
【課題】カラーフィルタ基板にアドレスを識別する為の
記号・マークを形成し、画素特定
を迅速且つ正確に行える事を促す。
【解決手段】透明絶縁性基板上に平行に設けられた複数
の走査線と、前記走査線と直交す
る方向に設けられた複数の信号線と、前記走査線及び前
記信号線の交差部近傍に設けられ
た薄膜トランジスタを有するアレイ基板と、シール部材
を介して対向配置された複数の色
層を有するカラーフィルタ基板18と、前記アレイ基板と
前記カラーフィルタ基板との間に
挟持された液晶組成物を有し、前記カラーフィルタ基板
側に第1の画素特定用指標16．17
を保有する事を特徴とする液晶表示装置。

【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明絶縁性基板上に平行に設けられた複数の走査線と、前記走査線と直交する方向に設
けられた複数の信号線と、前記走査線及び前記信号線の交差部近傍に設けられた薄膜トラ
ンジスタを有するアレイ基板と、シール部材を介して対向配置された複数の透明着色層を
有するカラーフィルタ基板と、前記アレイ基板と前記カラーフィルタ基板との間に挟持さ
れた液晶組成物を有し、前記カラーフィルタ基板側に第1の画素特定用指標を保有する事
を特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記アレイ基板の走査線及び信号線の夫々の端部に、金属膜による第2の画素特定用指
標を配設している事を特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記第1の画素特定用指標は、透明着色樹脂で形成されている事を特徴とする請求項1記
載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記第1の画素特定用指標は、遮光膜で形成されている事を特徴とする請求項1記載の液
晶表示装置。
【請求項５】
　前記第1の画素特定用指標を、前記カラーフィルタ基板の表示に影響の無い場所に設け
る事を特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記第1の画素特定用指標は、n個目毎の画素の前記第1の画素特定指標の形状を変える
事を特徴とする請求項1～5いずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記第１の画素特定用指標は、図形で形成されている事を特徴とする請求項１～5いず
れかに記載の液晶表示装置。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、解析時に画素特定を確実に行う事の出来る、液晶表示装置に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機、PDA等は小型軽量で低消費電力を志向して、液晶表示装置に代表さ
れる平面表示装置の開発が進められている。なかでも、液晶表示装置は高精細な画像表示
が可能であり、幅広く用いられている。図5は、従来のLCDの構造を模式図で表したもので
ある。図5ついて説明する。
【０００３】
　複数の走査線112が行方向に配線され、複数の信号線113が列方向に配線され、各々の信
号線113に映像信号と、走査線112に走査信号を印加する為、走査線112の一端と信号線113
の一端は駆動回路に接続されている。走査線112と信号線113との各々の交差点近傍にスイ
ッチング素子としての薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴという）114が配設され、TFTは各
画素の画素電極と接続している。夫々の走査線112及び信号線113の端にはアレイ基板側の
画素特定用指標110・111が形成されている。このアレイ基板側の画素特定用指標110・111
は、各配線の位置を示す番号であり、一般に走査線112又は信号線113を形成する際の同工
程で、金属膜をパターニングして形成している。
【０００４】
　なお、カラーフィルタ側は画素特定用指標を有していない。これらのアレイ基板の画素
特定用指標は、例えば不良解析の際に利用される。
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【０００５】
　片側だけに画素特定用指標を有する液晶表示装置として、特許文献１に記載されている
ような液晶表示装置が挙げられる。
【０００６】
　また、特許文献2では、アレイ基板側には画素特定用指標の代わりにバーコードの画像
認識による画素を特定する特徴を有している。また、スルーコード、コンタクトの形状を
10a列100b行毎に形状を変えることにより指標とするという構成が挙げられている。
【０００７】
　次に、従来の不良解析方法を記す。
【０００８】
　液晶表示装置等では、表示不良が生じた場合に画素を特定するのだが、まず、点灯検査
工程でアレイ基板側の不良箇所の画素を特定する。その後、アレイ基板の画素特定用指標
を元にアレイ基板とカラーフィルタ基板の両面の絶縁性基板のガラスに油性マジック若し
くはガラスペンで不良画素周辺を囲ったマーキングを施す。その後、不良箇所を特定し、
パネル状態にて顕微鏡で不良箇所を確認する。確認後、液晶表示装置を解体して、アレイ
基板側とカラーフィルタ基板側の両方を顕微鏡で確認すると言う方法で、不良解析を行う
。
【０００９】
　液晶テレビやモニターのような中・大型パネルの場合は小型パネルと比較すると1画素
ずつが大きい事と、不良を判断する為のある一定の規格値が低い為、検査がシビアでは無
かった。また、カラーフィルタ側に比べアレイ基板側は構造が複雑な為、アレイ基板側だ
けを重点的に確認しておけば品質上問題は無かった。その為、不良解析を行う際にも詳細
で明確な解析を要求される事が少なかった。
【特許文献１】特開2000-147538 号公報（図2、段落　[0014]～[0016]）
【特許文献２】特開平7-99230号公報（図8、段落［0045］～［0057]）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　近年では、液晶表示装置の小型化及び、高精細化に伴い表示領域内に多くの走査線や信
号線が集約して配設されている。特に、QVGA機種等の高精細な画像表示部を持つ小型液晶
装置では、様々な不良が多く見受けられるようになってきている。それらの不良の中でも
、液晶表示装置の高精細化に伴って発生する、パターンズレによるドメイン・フリッカ・
クロストーク・光リーク等が特に目立って挙げられる。また、輝点などの点欠陥、狭ピッ
チ設計による線欠陥等の慢性的な不良に対する恒久対策も重要視されてきた。そして、量
産流動の流れを停止させる事無く解決の糸口を見付ける為に、より迅速で正確な不良解析
が要求されるようになってきた。また、従来までは液晶表示装置の解析の認識が甘く、不
良原因の解明が、全体の6割強で、残り4割弱は不明モードで挙がっていた。しかし、解析
の位置付けが高まり、不明モードの4割弱の原因究明も解析レベルを向上させながら実施
する方針に変わってきている。ここ最近、解析を行う上でカラーフィルタ基板側の解析も
要求されている。特にドメイン、点欠陥等の画素の特定が必要な不良に関しては、TFT側
だけの特定では不十分なところが見受けられる。
【００１１】
　従来例で説明した不良解析方法のように、不良箇所の周辺を油性マジック若しくはガラ
スペンでマーキングするが、画素の大きさが小さくなると従来のマーカーでは大きすぎて
、1つの画素を特定する事ができない。カラーフィルタ側には指標もないので特定が、よ
り困難になる。マーキングが微細ではない場合、アレイ基板側は画素特定用指標を追う事
により画素の特定が可能だが、カラーフィルタ基板側は画素特定用指標を設けていない為
、不良画素をつかむ事が困難である。その為、不良箇所を確実に掴む為に、パネルを解体
する前にレーザーで不良箇所にマーキングをし（カラーフィルタ基板側・アレイ基板側の
両側から可）、パネルを解体して不良箇所を顕微鏡で確認する。



(4) JP 2008-83213 A 2008.4.10

10

20

30

40

50

【００１２】
　しかし、高精細パネルは画素サイズが微細化している為、パネル状態でカラーフィルタ
基板側とアレイ基板側の両方にマーキング出来る強さのレーザーを撃つと、カラーフィル
タ基板側の透明着色層が粉々に破壊されてしまい、不良原因の元である物・場所が不明と
なる。その為、レーザーの強さを下げて欠陥部に影響を与えないように撃つと、解体した
時に片側にしかマーキングが出来ておらず、画素特定が明確に出来ないと言う問題が発生
した。
【００１３】
　本発明者は、このようなカラーフィルタ基板の不良原因画素特定を容易に行う事ができ
る液晶表示装置を見出し、本発明を完成するに至った。
【００１４】
　すなわち、本発明はカラーフィルタ基板の不良解析を迅速且つ正確に行う事のできる液
晶表示装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記課題を解決する為に本発明は、透明絶縁性基板上に平行に設けられた複数の走査線
と、前記走査線と直交する方向に設けられた複数の信号線と、前記走査線及び前記信号線
の交差部近傍に設けられた薄膜トランジスタを有するアレイ基板と、シール部材を介して
対向配置された複数の透明着色層を有するカラーフィルタ基板と、前記アレイ基板と前記
カラーフィルタ基板との間に挟持された液晶組成物を有し、前記カラーフィルタ基板側に
画素特定用指標を保有する事を特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明により、液晶表示装置のカラーフィルタ基板から、迅速且つ正確に不良原因部位
を特定不良解析する事ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の最良の実施形態を説明する。但し、以下に示す実施形態
は、本発明の技術思想を具体化するための液晶表示装置を例示するものであって、本発明
をこの液晶表示装置に特定することを意図するものではなく、特許請求の範囲に含まれる
その他の実施形態のものも等しく適応しうるものである。本発明の特徴はカラーフィルタ
基板側に画素特定用指標を設けていることであり、本発明で説明する第1の画素特定要指
標とは、図2、図3に示すように番号若しくは記号を振り、直交する各々の画素を1つずつ
特定する目印の事である。
【実施例１】
【００１８】
　本発明の実施の形態による液晶表示装置は、アレイ基板とカラーフィルタ基板と、これ
らの基板間に挟持される液晶組成物とを備えている。
【００１９】
　アレイ基板は図5に示されるような、従来のパネルと同様な構成を有しており、表示領
域の外に第2の画素特定用指標を設けている。
また、本発明の実施形態ではカラーフィルタ基板に、後述する第1の画素特定用指標を有
している。
【００２０】
　図4は液晶表示装置のTFTの構造を示す断面図である。図4において、101は透明絶縁性基
板であるガラス基板、102は透明絶縁性基板上に形成されたゲート電極線、103は窒化シリ
コン（SiN）膜等よりなるゲート絶縁膜、104はゲート電極102上にゲート絶縁膜103を介し
て設けられ、その中央部がチャネルとなる真性半導体層であるアモルファスシリコン層（
以下a-Si層と記す）、105・106はa－Si層104に半導体素子を形成するソース電極およびド
レイン電極、107は表面を外的な損傷から保護するための被膜の役割を持つパッシベーシ
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ョン膜（P-SiN）、108はITO等の透明導電膜よりなる画素電極をそれぞれ示す。表示領域
外に配設されている走査線と信号線には、夫々に対応して第2の画素特定用指標110・111
が設けられている。走査線の位置を示す第2の画素特定用指標110はゲート電極102と同工
程・同材料で形成されている。また、信号線の位置を示す、第2の画素特定用指標111はソ
ース電極・ドレイン電極105・106と同工程・同材料で形成されている。
【００２１】
　次に、カラーフィルタ基板について説明する。図1はカラーフィルタ基板の断面図であ
る。
カラーフィルタ基板には透明絶縁性基板11のガラス基板上に、画素間の光漏れを防いで表
示鮮鋭度を向上させる遮光膜12が設けられており、例えばクロムと酸化クロム等の金属材
料を積層したもの、有機材料等から形成されている。遮光膜の開口部には、画素部となる
透明着色層13が形成され、遮光膜や透明着色層上に透明保護膜14（セルギャップの高さを
維持する為の役割を持つ樹脂膜）を形成し、その上からITO膜等の透明電極15が形成され
ており、その上に液晶組成物を配向させる為の配向規制膜が成膜されている。
【００２２】
　図2はカラーフィルタ基板を模式的に示した平面図である。図2において、カラーフィル
タ側のX方向は走査線に平行に対向しており、Y方向は信号線に平行に対向している。図２
はＣＦ基板を模式的に示した平面図である。図２において、X方向は走査線と平行な方向
を示し、Ｙ方向は信号線と平行な方向である。
【００２３】
　カラーフィルタ基板の表示領域外には第1の画素特定用指標16、17が配置されている。X
方向には各画素の列に対応して第１の画素表示用指標17が左端から順にS1、S2、S3・・・
Sm（ｍは整数）と表記され、Y方向には各画素の行に対応して第1の画素表示用指標16が下
端から順にG1、G2、G3・・・Gn（nは整数）と表記されている。この実施形態では第1の画
素表示用指標として、アレイ基板の第2の画素表示用指標と同じルールに沿って、連続し
た数字を用いた。第1と第2の画素表示用指標を同じルールにすることによってアレイ基板
とカラーフィルタ基板の両方で同一画素の特定が容易になるが、別々のルール（表示形態
）による画素表示用指標を用いてもよい。
【００２４】
　第1の画素特定用指標は透明着色樹脂で形成されており、各透明着色層13と同じ材料を
用いて形成される。形成方法として、画素部形成時に透明着色樹脂を成膜する際、第1の
画素特定用指標16・17のパターン専用のマスクを用いて形成する。前記した第1の画素特
定用指標は透明着色樹脂で成膜すると、厚みを帯びる。厚みを帯びたパターンを画像表示
部内に配置すると、表示面内で配向不良、セル厚異状等の不良が発生してしまう。その為
、第1の画素特定用指標を配置する場所は画像表示部に影響の少ない画素部周辺に配置す
る事により問題を回避する事ができる。透明着色樹脂は解像度が低く、膜厚も厚くなるた
め、数字や文字のような微細な加工には不向きである。しかしアレイ基板の表示領域外に
は多くの配線があるため、指標を形成するにも制約があるが、カラーフィルタ基板側の表
示領域外には複雑な配線はなく、遮光膜で覆われているので、第１の画素特定用指標は第
２の指標に較べて大きな数字や文字にすることができる。つまり表示領域外の遮光膜に覆
われている部分に設けることで、第１の指標を大きくすることができ、加工性の欠点を補
うことができる。また、透明着色層は一般にRed・Green・Blueの３色あるので、第１の画
素特定用指標を最後に形成する透明着色層と同じ層で形成することで、製造工程中の破損
を低減することができる。
【実施例２】
【００２５】
　次に第2の実施形態を説明する。
【００２６】
　第2の実施例では、第1の実施例と第1の画素特定用指標の形態が異なるが、他の構成は
同じである。同じ工程については、同一の図番を用い説明を省略する。図3はカラーフィ
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ルタ基板の平面図である。
【００２７】
　この実施例では第1の画素特定用指標を図形で表し、表示領域内に設けている。
【００２８】
　つまり、この実施例2の第1の画素特定用指標19・22はX方向・Y方向の交点の画素の開口
部20に影響を与えない遮光部21の上部に、遮光膜を抜く方法で形成する。
【００２９】
　遮光膜に、図3に示すようにカラーフィルタ基板側の表示領域内に第1の画素特定用指標
である19・22を形成する。形成方法として遮光膜を形成する際に、第1の画素特定用指標1
9・22が含まれたマスクを用いて遮光膜を第1の画素特定用指標19・22で示されている様な
形状に抜く。
【００３０】
　第1の画素特定用指標19・22の配置は、等間隔に配置される事を特徴としている。まず
、X方向の説明をする。例えば、第1の画素特定用指標19はX方向側にa個目毎に配設すると
して、Xn=a・n、（n行=1.2.3・・・）置きに配設する。また、図3に示すように第1の画素
特定用指標は全て同形状の第1の画素特定用指標を配設すると、画素の特定が困難になる
為、第1の画素特定用指標22の様にXn×Z（Z=整数）置きに配設する。
【００３１】
　次に直交するY方向の説明をする。
【００３２】
　画素特定用指標19はY方向側をb個目毎に配設するとして、Ym=b・m（m列=1.2.3・・・）
置きに配設する。前述したように、第1の画素特定用指標を配設すると、画素の特定が困
難になる為、第1の画素特定用指標22の様にYm×Z（Z=整数）置きに配設する。
【００３３】
　前記ルールに基づき、X方向に配設された一連の第1の画素特定用指標19・22は、ｂ行毎
に配設されており、Y方向に配設された一連の第1の画素特定用指標19・22は、a列毎に配
設されている。
【００３４】
　夫々の走査線に対向するX方向側の第1の画素特定用指標19・22と、信号線に対向するY
方向側の第1の画素特定用指標19・22は、マトリクス状に点在しており、前記に示したよ
うに、等間隔に第1の画素特定様指標19・22が配設されている。
【００３５】
　この事により、例えば10個置きに配設されている画素部の形状を、第1の画素特定用指
標19に示すように他の画素と区別できる形状にする。ここで、a=10、b=10と仮定すると、
このX方向側にX1=10個目と、Y方向側にY1=10個目の交点の画素に、第1の画素特定用指標1
9を配設する。同様にX2=20個目と、Y1=10個目の交点の画素に、第1の画素特定用指標19を
配設する。更に同様に、X2 =20個目と、Y2=20個目の交点の画素に、第1の画素特定用指標
19を配設する。このルールに基づき、第1の画素特定用指標が点在する。しかし、10個置
きの画素の形状が全て同じだと特定が困難になる為、100個目で第1の画素特定用指標22に
示すように更に形状に変化を持たせる。また、10個目の形状を図3の第1の画素特定用指標
19で示すように、1本線で形成し、100個目の形状を図3の第1の画素特定用指標22で示すよ
うに2本線で形成する。この第1の画素特定用指標19・22は夫々10個置きにX方向・Y方向に
配設され、画像表示領域内にマトリクス状に第1の画素特定用指標19・22が点在する。
【００３６】
　今回の形態では棒状の記号を10個置きに示すが、他の形状及び、他のルールで実施して
も良い。
【００３７】
　透明着色樹脂で形成された第1の画素特定用指標は、解像度が低い為配向に影響の無い
様に文字を小さくして形成すると、文字が潰れる可能性が生じる。そして、厚みを帯びて
いる為配向の乱れを生じさせる可能性が高いので、画像表示部内の遮光部上に配設する事
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は難しい。しかし、前記の方法で形成した第1の画素特定用指標は、画像表示部内に形成
する事により画素の特定を実施するのだが、解像度も高い為、文字を小さく形成しても文
字が潰れず、パネル解体後に文字を確認しやすい。そして、遮光部のパターン形成は解像
度が高い為、鮮明にパターン形成が行われる。
【００３８】
　また、遮光膜で形成している為、指標自体の厚みは略無い。その為、画像表示部内に配
置しても、液晶配向の乱れが発生しにくく表示への影響も少ない。更に、等間隔で配設さ
れる指標の数が、全画素に配設する事と比較すると少ない為、画像表示部への悪影響が軽
減される事が挙げられる。
【００３９】
　しかし、遮光部を抜いて第1画素特定用指標を形成する事により光漏れが懸念される。
この光漏れ対策として、アレイ基板側にゲート配線やソース配線等の遮光性の高い金属膜
等で、カラーフィルタ側の遮光膜を抜いた箇所を覆い隠すパターンを形成するか、カラー
フィルタ側の遮光膜を抜いた箇所に透明着色樹脂を埋める方法が挙げられる。これらを実
施する事により光漏れ対策が実施できる。
【００４０】
　尚、上述した実施例では第1指標として、カラーフィルタから成る数字や遮光膜からな
る図形のケースを説明したが、これに限られるものではなくカラーフィルタからなる図形
や遮光膜から成る数字でも良い。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】カラーフィルタ基板の断面構造図である。
【図２】カラーフィルタ基板の画素特定用指標を形成した平面図である。
【図３】カラーフィルタ基板の画素特定用指標を形成した平面図である。
【図４】本発明の薄膜トランジスタの断面構造図である。
【図５】従来の薄膜トランジスタの平面図である。
【符号の説明】
【００４２】
　11：透明絶縁性基板（CF側）　12：遮光層（Cr）　13：色層（カラーフィルタ）
　14：絶縁保護膜（トップコート）　15：透明電極　　16：Y方向（カラーフィルタ側）
　17：X方向（カラーフィルタ側）　18：配向膜　　19：n個　　20：開口部　　21：遮光
部
　22：n×m個目　109：TFT
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